
福島県企業局委託業務等成績評定要領

（目的）

第１ この要領は、測量・地質調査及び建設コンサルタント業務及び補償コン

サルタント業務の成果が、公共工事の品質に重要な役割を果たすものである

ことにかんがみ、福島県企業局の所掌する委託業務等の成績評定（以下「評

定」という。）について必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、

もって建設コンサルタント等及び技術者の適正な選定並びに指導育成に資す

ることを目的とする。

（評定の対象）

第２ この要領において評定の対象となる委託業務等（以下「委託業務等」と

いう。）は、次の各号に掲げる業務をいう。

一 測量作業共通仕様書並びに用地測量等共通仕様書に定める測量作業業務

委託

二 設計業務委託共通仕様書に定める設計業務及び計画業務

三 地質調査共通仕様書に定める調査業務委託

四 用地調査等共通仕様書に定める用地調査等業務委託

五 ＣＭ業務共通仕様書に定めるＣＭ業務

六 用地補償総合技術業務共通仕様書に定める用地補償総合技術業務委託

２ 評定は、原則として１件の契約金額が 400 万円以上のものを対象とする。

ただし、用地調査等業務委託については、１件の契約金額が 100 万円以上の

ものを対象とする。

（評定者）

第３ 委託業務等の評定者（以下「評定者」という。）は、用地調査等業務委託

及び用地補償総合技術業務委託を除き次のとおりとし、原則として評定者の

重複は避けるものとする。

評定者 本局 いわき事業所

第１評定者 担当監督員 担当監督員

第２評定者 工業用水道課主任主査（施設管

理担当）又は工業用水道課長

施設管理課長又は次長（業務担

当）

第３評定者 工事検査員（福島県企業局業務

委託検査実施要綱第３条）

工事検査員（福島県企業局業務

委託検査実施要綱第３条）



２ 用地調査等業務及び用地補償総合技術業務委託の評定者は、次のとおりと

し、原則として評定者の重複は避けるものとする。

評定者 本局 いわき事業所

第１評定者 担当監督員 担当監督員

第２評定者 工業用水道課主任主査（施設管

理担当）

総務課長又は次長（総務担当）

第３評定者 工業用水道課長 所長

３ 前２項によりがたい場合は、別途契約権者が指定する。

（評定の方法）

第４ 評定は、委託業務等ごとに各評価項目について、評定者ごとに独立して

適格かつ公正に行うものとする。

２ 評定の結果は、別紙様式第１の委託業務等成績評定表（以下「評定表」と

いう。）に記録するものとする。

（評定の時期）

第５ 評定の時期は、第１評定者及び第２評定者については委託業務等が完成

した時、第３評定者については委託業務等の検査を実施した時にそれぞれ行

うものとする。

（評定表の提出等）

第６ 契約権者の決裁後、第３評定者は本局工業用水道課長又はいわき事業所

施設管理課長（以下「評定関係事務担当課長」という。）に提出するものとす

る。評定関係事務担当課長は、検査日から 30日以内に評定表等の写しを契約

権者へ提出するものとする。評定表等は評定関係事務担当課において保管す

るものとする。

（評定の結果の通知）

第７ 契約権者は、評定関係事務担当課長から評定表等の提出があったときは、

当該委託業務等の受注者に対して、評定の結果を別紙様式第１により速やか

に通知するものとする。

（評定の修正）

第８ 契約権者は、第７の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認

められる場合は修正しなければならない。

２ 契約権者は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該委託



業務等の受注者に通知するものとする。

（説明請求等）

第９ 当該委託業務の受注者は、第７又は第８第２項による通知を受けたとき

は、通知を受けた日から起算して 14日以内に書面により契約権者に対して評

定点の内容について説明を求めることができる。

２ 契約権者は、前項による説明を求められたときは、書面により回答するも

のとする。

附則

１ この要領は、平成 21年 10月 1日から施行し、平成 21年 10月 1日以降に

完成する委託業務等から適用する。

２ この要領は、令和 2年 4月 1日から施行し、令和 2年 4月 1日以降に竣工

検査を受検する委託業務等から適用する。



福島県企業局委託業務等成績評定要領の運用

第２第１項関係（評定の対象）

１）次の委託業務を単独で実施するものについては成績評定の対象としないも

のとする。

・電算業務委託（入力データ作成業務）

・施設台帳補正業務

・積算委託業務

・流量観測業務委託

・現場技術業務委託

・電気通信設備保守業務委託

・地域づくり等の調査業務

・発注者支援業務

・その他、これらに類する業務

２）設計変更等で、契約金額が 400 万円以上（用地調査等業務委託については

100万円以上）になった業務についても適用すること。（設計変更で契約金額

が 400万円未満（用地調査等業務委託については 100万円未満）になった業

務には適用しない。）

３）その他対象業務について疑義が生じた場合は、工業用水道課との協議によ

る。

第４第２項関係（評定表等）

１）評定表とは次のものをいう。

・委託業務等成績評定表（様式第１号）

・項目別評定点（付表１）

・成績採点表又は評定集計一覧表（付表２）

２）評定表の様式は業務内容により次の７種類から選択するものとする。

(1)地質調査

(2)単純調査業務

(3)測量作業

(4)調査業務、計画業務

(5)設計業務「概略設計・予備設計」

(6)設計業務「詳細設計」

(7)用地調査

(8)ＣＭ業務



(9)用地補償総合技術業務

※ 上記(1)～(4)の選択にあたっては、

(1)地質調査、(2)単純調査業務、(3)測量作業

「委託契約書」に基づき委託するもの。

(4)調査業務、計画業務

「設計業務委託契約書」に基づき委託するものを基本とするが、その他選

択の詳細にあたっては考査基準を参照すること。

第７関係（評定の結果の通知）

１）通知は「福島県企業局委託業務等成績評定通知実施要領」によるものとす

る。

その他

１）評定実施から通知までの流れは別紙「委託業務成績評定実施フロー」を参照

のこと。

２）上記に定める各様式については、福島県土木部の委託業務等成績評定要領の

運用の例による。

（参考資料）以下については、福島県土木部の資料を参照する。

・「考査基準」

附則

１ この運用は平成 21年 10月 1日から施行する。

２ この運用は令和 2年 4月 1日から施行する。



第１評定者

「評定データ入力」

第２評定者

「評定データ入力」

第３評定者

「評定データ入力」

第１評定者

「入力洩れ及び内容チェック・出力」

検査員（第３評定者）が押印

（※評定関係事務担当課長に提出）

「評定関係事務担当課→評定とりまとめ（管内分）」

契約権者（契約担当課）

「委託業務等成績評定通知書作成」

受  託  者

契 約 権 者

委託業務

評定評価

委員会

委託業務成績評定実施フロー

第１・２評定者

の押印及び契

約権者の決裁

業務完了時

第２評定者へデータ送付

第３評定者へデータ送付

第１評定者へデータ送付

検査員（第３評定者）に提出

業務完了時

検査実施時

評定表等の写し提出

「検査後 30日以内」

受託者へ通知（通知要領第３条）

説明・再説明

※
評
定
に
修
正
が
生
じ
た
場
合
、

修
正
の
う
え
報
告
を
行
う
。

（
第
２
評
定
者
）



福島県企業局委託業務等成績評定通知実施要領

（目的）

第１ 本要領は、福島県企業局所掌業務委託の業務成績について、福島県企業

局委託業務等成績評定要領（平成 21 年 10 月 1 日施行。以下「評定要領」と

いう。）第７及び第８の通知並びに評定要領第９第２項の回答に関する事項を

定める。

（対象業務）

第２ 委託業務等成績評定の通知の対象とする委託業務は、評定要領第２に規

定する全ての委託業務とする。

（評定点等の通知）

第３ 契約権者は、第３評定者から評定表の写しの提出がなされた後、速やか

に当該委託業務の受託者に評定点を別紙様式第１により通知するものとする。

また、評定要領第８に基づき評定を修正した場合についても同様とする。

２ 通知事務は、契約担当課が行う。

（説明請求）

第４ 第３の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して 14日以内に書面

により、契約権者に評定点について説明を求めることができるものとする。

（説明請求に対する回答）

第５ 契約権者は、評定点の通知を受けた受託者から評定点について説明を求

められたときは、速やかに別紙様式第２により回答するものとする。

２ 契約権者は、前項の回答をする場合は、委託業務評定評価委員会に意見を

求めることができる。

３ 前項の委託業務評定評価委員会は、福島県企業局請負工事成績評定要綱（平

成 21年 10月 1日付け 21企業第 889号企業局長通知）に基づき設置された福

島県企業局工事成績評定評価委員会及び福島県企業局いわき事業所工事成績

評定評価委員会と兼ねることができるものとする。

４ 前項の場合において、「請負工事成績評定通知実施要綱」の別紙１「福島県

企業局工事成績評定評価委員会規則」及び別紙２「福島県企業局いわき事業所

工事評定評価委員会規則」における「工事」を「工事又は委託業務等」に読み

替えることができるものとする。



附則

１ この要領は、平成 21年 10月 1日から施行する。

２ この要領は、令和 2年 4月 1日から施行する。



別紙様式第１

○○企業第   号

令 和 年 月 日

契約の相手方

  所在地

  商号又は名称

   代表者氏名    様

福島県企業局○○○長 印

委託業務等成績評定通知書

貴社が受注した下記の委託業務等について、福島県企業局委託業務等成績評

定要領に基づき評定した結果を通知します。

なお、評定の結果に疑義があるときは、当職に対してその疑義の旨を付して、

この書面の通知を受けた日から起算して 14日以内に書面により、説明を求める

ことができます。

疑義の旨に対する説明は、書面により通知いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ

先は下記のとおりです。

記

１．委託業務等名   ○○業務

２．履行期間     令和○年○月○日～令和○年○月○日

３．完了検査年月日  令和○年○月○日

４．評定点      付表１のとおり

５．送付及び手続き等の問い合わせ先

           〒９６０－８６７０

福島県福島市杉妻町２番１６号

福島県企業局企業総務課 ○○ 宛

電話 ０２４－５２１－７５７３

      

または、 〒９７１－８１８５

           福島県いわき市泉町字小山３１０番地

           福島県企業局いわき事業所総務課 ○○ 宛

           電話 ０２４６－５６－５８２１



別紙様式第２

○○企業第   号

令 和 年 月 日

契約の相手方

  所在地

  商号又は名称

   代表者氏名    様

福島県企業局○○○長 印

委託業務等成績評定に係る説明書（回答）

令和   年   月   日付けで貴社から説明を求められた評定内容の

疑義について、下記のとおり回答します。

本説明書に疑義があるときは、当職に対してその疑義の旨を付して、この書

面の回答を受けた日から起算して 14日以内に書面により、再説明を求めること

ができます。

なお、再説明は企業局内に設けられた委託業務等成績評定評価委員会の審議

を経たうえで行います。

疑義の旨に対する再説明は、書面により通知いたします。

また、再説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わ

せ先は下記のとおりです。

記

１．委託業務等名   ○○業務

２．疑義に対する回答

３．送付先及び手続き等の問い合わせ先

〒９６０－８６７０

福島県福島市杉妻町２番１６号

福島県企業局企業総務課 ○○ 宛

電話 ０２４－５２１－７５７３

      

または、 〒９７１－８１８５

           福島県いわき市泉町字小山３１０番地

           福島県企業局いわき事業所総務課 ○○ 宛

電話 ０２４６－５６－５８２１



別紙様式第３

○○企業第   号

令 和 年 月 日

契約の相手方

所在地

商号又は名称

代表者氏名   様

福島県企業局○○○長 印

委託業務等成績評定に係る説明書（回答）

令和   年   月   日付けで貴社から説明を求められた評定内容の

疑義について、下記のとおり回答します。

記

１．委託業務等名   ○○業務

２．疑義に対する回答


